
財
務
省
「
法
人
企
業
統
計
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
資
本
金
10
億
円
以
上
の
大
企
業
の
2024

年
度
の
内
部
留
保
は
前
年
度
を
22
兆
円
も
上
回
り
、
561
兆
円
と
な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、

実
質
賃
金
は
マ
イ
ナ
ス
を
続
け
、
国
民
生
活
も
悪
化
し
て
い
ま
す
。 

今
こ
そ
30
年
余
り
に
わ
た
る
実
施
賃
金
の
低
下
を
改
善
さ
せ
、
生
活
改
善
が
実
感
で
き
る

賃
上
げ
実
現
に
向
け
、
私
た
ち
国
労
と
と
も
に
声
を
上
げ
ま
し
ょ
う
。 

 

国鉄労働組合・全国貨物協議会 

 

最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
は
、
日
本
政
府
が
「
成
長
と
分
配
の
好
循
環
」
を
実
現
す
る
た

め
、
最
低
賃
金
法
に
基
づ
き
国
が
賃
金
の
最
低
限
度
を
定
め
る
制
度
で
す
が
、
2025
年
度
改

定
は
63
円
～
82
円
の
引
き
上
げ
、」
が
行
わ
れ
加
重
平
均
は
1121
円
（
前
年
比
＋
66
円
、
＋

6.3
％
）
と
な
り
ま
し
た
。
貨
物
会
社
に
お
い
て
は
一
部
の
シ
ニ
ア
社
員
や
、
関
連
会
社
社

員
に
つ
い
て
最
低
賃
金
に
抵
触
す
る
と
い
っ
た
事
態
に
な
っ
て
お
り
、
貨
物
グ
ル
ー
プ
含

め
て
如
何
に
低
賃
金
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
か
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
低
賃
金
法

の
「
賃
金
の
最
低
限
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
生
活
の
安
定
」
を
図
る
と
い

う
生
存
権
保
障
の
精
神
を
無
視
す
る
も
の
で
、
シ
ニ
ア
社
員
並
び
に
関
連
会
社
へ
の
委
託

費
の
増
額
含
め
、
2026
年
春
闘
で
は
生
活
改
善
が
実
感
で
き
る
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。 

 

 

 

 

1. 2026 年 4 月 1 日以降の基本給を定期昇給別で 21,000円引き上げること。 

2. 各等級の基準額を撤廃し、昇給額を引き上げること。 

3. 55 歳を超えて在職する社員の基本給について、交渉経過に基づき是正すること。 

4. シニア賃金を大幅に引き上げること。 

5. 契約社員及び臨時社員についても社員に準じて引き上げること。 

6. 高卒採用給を引き上げること。 

7. 回答は 3 月 18 日までとすること。 

8. 2026 年 1 月 1 日現在の各諸元を明らかにすること。 

9. 別に申し入れる「労働条件改善要求」についても実現を図ること。 

国
労
本
部
は
、
2
月
16
日
、「
2026
年
4
月
1
日

以
降
の
新
賃
金
引
上
げ
に
関
す
る 

申
し
入
れ
（
国

労
闘
申
第
8
号
）」
を
行
い
ま
し
た
。 

貨
物
会
社
の
2025
年
度
中
間
決
算
で
は
、
雇
用
・
所

得
環
境
の
改
善
や
堅
調
な
企
業
業
績
を
背
景
に
緩

や
か
な
景
気
の
回
復
基
調
が
継
続
す
る
一
方
で
、
物

価
上
昇
の
継
続
に
よ
る
個
人
消
費
の
伸
び
悩
み
等

先
行
き
不
透
明
な
状
況
で
あ
る
と
協
調
し
て
い
ま

し
た
が
、
連
結
経
常
利
益
12
億
円
、
単
体
経
常
利
益

△
１
億
円
と
単
体
で
は
赤
字
と
な
っ
た
も
の
の
対

前
年
30
億
円
回
復
し
て
い
ま
す
。 

貨
物
会
社
は
、
ベ
ア
に
つ
い
て
は
世
間
の
動
向

や
、
物
価
上
昇
分
を
見
て
判
断
す
る
と
の
考
え
を
し

め
し
て
い
ま
す
が
、
多
く
の
企
業
で
は
数
万
円
も
の

賃
上
げ
を
判
断
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
依
然
と
し
て

物
価
上
昇
は
続
い
て
い
る
中
で
、
貨
物
会
社
と
い
え

ば
、
わ
ず
か
な
ベ
ア
が
実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
生
活

改
善
を
実
感
で
き
る
も
の
に
は
程
遠
い
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
過
去
最
高
益
を
計
上
し
て
も
、
18
年

連
続
「
ベ
ア
・
ゼ
ロ
」
や
繰
り
返
さ
れ
る
低
額
な
期

末
手
当
の
支
給
な
ど
、
い
ま
だ
社
員
が
実
感
で
き
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
社
員
の
生
活
は
厳
し
い
状

況
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

国
労
は
、
賃
金
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
基
に
「
労
働

条
件
改
善
要
求
」
と
合
わ
せ
て
、
新
賃
金
引
き
上
げ

に
よ
り
、
生
活
改
善
を
求
め
て
い
ま
す
。 

 

202６年 4月 1日以降の新賃金引上げ要求

 

物
価
上
昇
は
家
計
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
2025
年
の
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
よ

る
と
、
実
質
賃
金
は
11
カ
月
連
続
で
マ
イ
ナ
ス
を
記
録
し
て

い
ま
す
。
企
業
で
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

れ
以
上
に
物
価
は
上
昇
し
、
購
買
力
の
低
下
が
顕
著
に
現
れ
て

い
ま
す
。 

最
低
賃
金
に
抵
触
す
る
ほ
ど 

低
賃
金
だ
っ
た
。 

大
企
業
の
内
部
留
保
は
労
働
者
に
還
元
を
！ 


